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�愛媛県告示第１０２１号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）

第３条第１項の規定により、平成２５年９月２日次のとおり愛媛県県

税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市氷見乙、氷見西新開、氷見東新開、氷見南新開、氷見北新開

及び氷見石岡新開地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・氷見地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２５年９月１７日から１０月１６日まで

３ 縦覧場所

発 行 愛 媛 県
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西条市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１０２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市広江、今在家及び氷見甲地域に係る県営土地改良事業計画を

定めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事

業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・吉井地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２５年９月１７日から１０月１６日まで

３ 縦覧場所

西条市役所本庁及び東予総合支所

�������
�愛媛県告示第１０２４号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

西条市丹原町鞍瀬甲３２５、庚３７１の１、庚３７２の１

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び西条

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０２５号
保安林の指定施業要件を変更する件（平成２５年４月農林水産省告

示第１１６６号）に係る通知の相手方又はその所在が不分明であるので、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８９条の規定により、その通知の

内容を鬼北町役場の掲示場に掲示するとともに、次のとおりその要

旨を告示する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び不分明又は所

在が不分明である通知の相手方

保安林の所在場所 不分明又は所在が不分明であ
る通知の相手方 備 考

北宇和郡鬼北町大字父野
川上５６３

北宇和郡日吉村大字日向谷４５
番地２
那 須 周 造

森林所有者

北宇和郡鬼北町大字父野
川上５６４

北宇和郡日吉村大字父野川甲
６３０番地
山 下 民季為

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上７８７

兵庫県西脇市野中町３６２番地
１
節 安 悦 子

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上７９８から８０１まで

宇和島市中央町一丁目９番１７
号
竹 田 光 子

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上８０４、８０５

北宇和郡日吉村大字父野川甲
１００４番地１
節 安 政 雄

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上１３１１

宇和島市寄松８９番地１
節 安 頼 男 〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上１３１３

北宇和郡日吉村大字父野川甲
８１０番地
節 安 福 繁

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上１３３６から１３３８まで

松山市南高井町１７４０番地
河 野 健 治 〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上１３３６から１３３８まで

東京都世田谷区若林四丁目１７
番１５号ジュネスＩＴＨＯ１０２
河 野 詳 一

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２１８６

北宇和郡日吉村大字父野川中
６３６番地
藤 中 静 男

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２１８６、大字父野川中
１０８３

北宇和郡日吉村大字父野川中
６５８番地
藤 中 敏 雄

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２１８６

北宇和郡日吉村大字父野川中
６８１番地
藤 中 惣太郎

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川下２１９８

北宇和郡日吉村大字父野川下
１０１３番地
加 藤 裕

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１０９１

西宇和郡三瓶町大字朝立１番
耕地３３７番地１１
奥 藤 光 明

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１４０８

北宇和郡日吉村大字父野川中
３７９番地
川 崎 貞 一

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１４１６

東宇和郡野村町大字阿下４号
６４５番地
三 瀬 武 久

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５６４、１５８３、１５８９、
１６３３、１６４４、１７０６、１７０７、
１７１４、１７４２、１７４９、１７５０、
１７５４、１７６７

奈良県橿原市曾我町９１９番地
野 川 弘 志 〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５６４

広島市安佐北区高陽町大字狩
留家２５４７番地７
栗 野 悦 雄

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５６４

北宇和郡日吉村大字父野川中
１１０番地
林 とし子

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５６４

大阪府大東市津の辺町４番７２
号
古 田 勝

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５７８

八幡浜市大字五反田１番耕地
１０５番２
林 とし子

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５８２、１５９１、１６２５、
１７０８、１７０９、１７３１、１７４１、
１７５３、１７７１

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２２８番地
林 とし子

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１５８４、１５９０、１６４５、
１７０５、１７４５、１７５８、１７７４

北宇和郡日吉村大字父野川中
１３９番地
野 川 生渡栄

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６２２

広島県高田郡向原町大字坂１８
９番地５
小 西 省 一

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６２３

北宇和郡日吉村大字下鍵山２７
４番地
那 須 周 造

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６２４

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２１０３番地１
駄 馬 政 吉

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６２８、１６２９

喜多郡内子町大字大瀬未１６１
番地１
金 � 多賀栄

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６３１、１６３９、１６４０、
１６４１

喜多郡内子町内子３４７４番地
森 田 安 則 〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６３２、１６９９、１７６８

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２０９番地
野 川 兼太郎

〃

愛 媛 県 報平成２５年９月１３日 第２５０４号

６９２



２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び鬼北

町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０２６号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、南予

地方局建設部愛南土木事務所及び愛南町役場において告示の日から

起算して３週間公衆の縦覧に供する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

愛南町

南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

代表者 愛南町長 清水 雅文

南宇和郡愛南町越田９９番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

南宇和郡愛南町御荘菊川２２４４番１から２２８４番までの地先公

有水面

イ 区域

次の１点から２０点までを順次直線で結んだ線、２０点と１点

を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．１０ｍ）の陸

と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町御荘菊川２２８６番１地先の銭坪護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３２度５８分３８秒、東経１３２度３１分

０４秒の地点

１点は、基点から真北１０７度３０分３２秒１９３．７１メートルの地

点

２点は、１点から真北２３０度２０分３１秒２８．４３メートルの地点

３点は、２点から真北３２０度２０分３１秒１５．００メートルの地点

４点は、３点から真北２３０度２０分３１秒１５．００メートルの地点

５点は、４点から真北３５５度２０分２７秒１５．００メートルの地点

６点は、５点から真北２６５度２０分３１秒３３．００メートルの地点

７点は、６点から真北３５５度２０分３１秒１．００メートルの地点

８点は、７点から真北２６５度２０分３１秒３．１０メートルの地点

９点は、８点から真北１７５度２０分３１秒１．００メートルの地点

１０点は、９点から真北２６５度２０分３１秒３６．９０メートルの地点

１１点は、１０点から真北３５５度２０分３１秒１．００メートルの地点

１２点は、１１点から真北２６５度２０分３１秒３．１０メートルの地点

１３点は、１２点から真北１７５度２０分３１秒１．００メートルの地点

１４点は、１３点から真北２６５度２０分３１秒２３．９０メートルの地点

１５点は、１４点から真北３０８度２０分３３秒２３．００メートルの地点

１６点は、１５点から真北３８度２０分３３秒１．００メートルの地点

１７点は、１６点から真北３０８度２０分３３秒３．１０メートルの地点

１８点は、１７点から真北２１８度２０分３３秒１．００メートルの地点

１９点は、１８点から真北３０８度２０分３３秒２３．９０メートルの地点

２０点は、１９点から真北３８度２０分３３秒２８．４９メートルの地点

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６９９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２０１９番１
岡 田 幾 松

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６９９

北宇和郡日吉村大字父野川１２
４番戸
渡 辺 武 雄

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６９９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２１１番１
野 川 幾三郎

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６９９

北宇和郡日吉村大字父野川１３
０番戸
林 政 市

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６９９

北宇和郡日吉村大字父野川１３
１番戸
林 半 治

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６９９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２０２４番地
岡 田 貞 一

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１６９９

北宇和郡日吉村大字父野川甲
２７８番
尾 崎 數太郎

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１７３３、１７４８、１７７５、
１７８４

大阪府茨木市奈良町１４番１１号
岡 田 忠 〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１７３４

北宇和郡日吉村大字下鍵山甲
９９番地
金 高 ミチヱ

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川中１７７８

京都府長岡京市井ノ内下印田
１番地１６
谷 本 松 雄

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１６３９

伊予郡双海町大字串甲８９番地
西 岡 良 人 〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１６４０

北宇和郡三間町大字宮野下甲
５１５番地
西 岡 圭 造

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３３

香川県高松市花園町一丁目１０
番２－３４号
津場山 昇

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３８、１９３９

東宇和郡宇和町大字卯之町１
番耕地１６４２番地
宮 田 正 志

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３８、１９３９

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
２３２番地
西 村 政治郎

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３８、１９３９

伊予三島市中央五丁目１０番４
号
宮 口 節 枝

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３８、１９３９

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
７３５番地
� 橋 利 一

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３８

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
２３９番地
宮 口 馬太郎

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３８

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
７３５番地
� 橋 善 吉

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３８

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
２３６番地
西 村 定 吉

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９３８

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
７４２番地
石 本 マサヨ

〃

北宇和郡鬼北町大字日向
谷１９５３

北宇和郡日吉村大字日向谷甲
１２７番地
福 岡 要

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上８３９、８８６

北宇和郡鬼北町永野市１３８２番
地
節 安 利 彦

〃

北宇和郡鬼北町大字父野
川上８８０、１００９、１０２４

北宇和郡広見町大字小倉１４２０
番地
節 安 徳 男

〃

愛 媛 県 報平成２５年９月１３日 第２５０４号

６９３



��������������

ウ 面積

４，６４９．０６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

南宇和郡愛南町御荘菊川２２４４番１から２２８６番１までの地先

公有水面

イ 区域

次のＡ点からＳ点までを順次直線で結んだ線並びにＳ点と

Ａ点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（南宇和郡愛南町御荘菊川２２８６番１地先の銭坪護岸に

設置された金属鋲）は、北緯３２度５８分３８秒、東経１３２度３１分

０４秒の地点

Ａ点は、基点から真北２８５度１３分１３秒６．５５メートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北１１３度１０分２６秒２１．６３メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北１３９度２２分１８秒２８．６９メートルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北２１１度２４分４１秒２．７８メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北１３３度４２分２７秒３２．９３メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北３９度２５分２１秒２０．４０メートルの地点

Ｇ点は、Ｆ点から真北１１０度４５分３８秒７．７５メートルの地点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３２度１３分１２秒１８．６４メートルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北５７度３０分５８秒３．３９メートルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北９６度３４分５０秒１８．３５メートルの地点

Ｋ点は、Ｊ点から真北１１９度３０分１８秒１３．８７メートルの地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北１１０度５１分０２秒２２．６８メートルの地点

Ｍ点は、Ｌ点から真北９７度１６分１２秒１２．８８メートルの地点

Ｎ点は、Ｍ点から真北１０５度５９分２５秒２３．６７メートルの地点

Ｏ点は、Ｎ点から真北１２８度４６分４９秒１５．２１メートルの地点

Ｐ点は、Ｏ点から真北１５９度２３分２７秒２１．５５メートルの地点

Ｑ点は、Ｐ点から真北１８５度３２分２４秒３１．５２メートルの地点

Ｒ点は、Ｑ点から真北２５４度５２分１５秒１６２．３０メートルの地

点

Ｓ点は、Ｒ点から真北３０８度２０分３３秒１２７．１４メートルの地

点

ウ 面積

２２，９７７．９４平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地

４ 出願年月日

平成２５年９月３日

�������
�愛媛県告示第１０２７号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３条の３第９項の規定に基づ

き、東予港港湾計画の変更の概要を次のとおり告示する。

平成２５年９月１３日

東予港港湾管理者 愛媛県

代表者 愛媛県知事 中 村 時 広

１ 港湾計画の変更の概要

東予港港湾計画の変更の概要（昭和６２年９月愛媛県告示第１１６１

号）及び東予港港湾計画の変更の概要（平成１７年５月愛媛県告示

第１０２８号）によりその概要を告示した東予港港湾計画について変

更した事項は、次のとおりである。

� 土地利用計画

地区名 面積（ヘクタール） 用 途

２１（２１） ふ頭用地

１３（１３） 港湾関連用地

西 条 ４４１（４４１） 工業用地

１０（１０） 交通機能用地

１６（１６） 緑地

注 （ ）の数値は、内数で、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾
に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地利用計画を示す。

� その他の計画

小型船だまり計画

地区名 港 湾 施 設

西 条 泊地、防波堤、物揚場、船揚場、ふ頭用地

２ 港湾計画の縦覧の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部河川港湾局港湾海岸課

�愛媛県告示第１０２８号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告

示第２７７号）の一部を次のように改正する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

燧 灘 沿 岸 燧 灘 沿 岸

海岸名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域 海岸名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域

省略 省略
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（５６条）

白 潟 港

（ 関 前

村）

岡村 一本

松

タベ

ト

白潟

イ線、ロ線、ハ線、ニ線及びホ線によ

り囲まれた区域

注

イ線 字タベト乙３２０番地々先港湾区

域境界標柱から白潟甲１２９６番地々先

防波堤先端まで引いた線

ロ線 イ線の終点から字一本松１１３６番

地の５地先樋門の左肩護岸まで引い

た線

ハ線 ロ線の終点から８７度２０メートル

の地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点よりイ線の起点から

３３度２０メートルの地点に至る白潟海

岸護岸天端前肩から陸地側２０メート

ルの線

ホ線 ニ線の終点とイ線の起点を結ん

だ線

大 下 港

（ 今 治

市）

省略 （５６条）

大 下 港

（ 関 前

村）

省略

岡 村 港

（ 今 治

市）

岡村 基点１から基点１４までを順次結んだ

線並びに基点１４、補助点８、補助点

７、補助点６、補助点５、補助点４、

補助点３、補助点２、補助点１及び基

点１を順次結んだ線により囲まれた区

域

基点及び補助点の表示（角度の表示

は、真北）

基点１は、長谷四等三角点（北緯３４

度１０分４９秒、東 経１３２度５２分４２秒）か

ら１４１度１７分４１秒３８８．８７メートルの地

点

基点２は、基 点１か ら２７８度５８分５１

秒４０．４５メートルの地点

基点３は、基点２から０度２５分１８秒

１３８．６３メートルの地点

基点４は、基点３から２３度２５分２３秒

１２２．９６メートルの地点

基点５は、基点４から４９度０１分０３秒

２３２．４４メートルの地点

基点６は、基点５から６度４８分１９秒

７０．４７メートルの地点

基点７は、基 点６か ら３１５度２７分５８

秒１０２．５８メートルの地点

基点８は、基点７から１２度３５分５５秒

１０１．４１メートルの地点

基点９は、基点８から４２度１１分１８秒

１３０．４６メートルの地点

基点１０は、基点９から３２度５４分１２秒

６２．２２メートルの地点

基点１１は、基点１０から７６度１５分４８秒

岡 村 港

（ 関 前

村）

岡村 岡村 基点１から基点１４までを結んだ線、

基点１４と補助点１４を結んだ線、補助点

１４、補助点１０、補助点９、補助点８、

補助点７、補助点６、補助点５及び補

助点１を順次結んだ線並びに補助点１

と基点１を結んだ線により囲まれた区

域

基点及び補助点の表示（角度の表示

は、真北）

基点１は、越智郡関前村大字岡村甲

１０３７番地地籍図根三角点Ｋ１（北緯３４

度１０分３０秒、東 経１３２度５３分０２秒）か

ら１１６度３０分２７メートルの地点

基点２は、基 点１か ら２５８度００分３３

メートルの地点

基点３は、基点２から３５８度００分１２５

メートルの地点

基点４は、基 点３か ら２１度００分１４６

メートルの地点

基点５は、基 点４か ら４６度００分２２５

メートルの地点

基点６は、基点５から６度００分６５メ

ートルの地点

基点７は、基点６から３１３度３０分１０５

メートルの地点

基点８は、基 点７か ら８度００分１００

メートルの地点

基点９は、基 点８か ら４０度００分１３０

メートルの地点

基点１０は、基点９から２５度００分６８メ

ートルの地点
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１００．６５メートルの地点

基点１２は、基点１１から９７度０１分０７秒

４４．２７メートルの地点

基 点１３は、基 点１２か ら１１６度３２分５３

秒６０．１０メートルの地点

基 点１４は、基 点１３か ら１３３度２７分５１

秒１７０．７１メートルの地点

補助点１は、基点１から９８度５８分５１

秒９２．５５メートルの地点

補助点２は、基点４から１１３度５０分

４１秒１３０．９８メートルの地点

補助点３は、基点５から１３５度３３分

０６秒１００．７９メートルの地点

補助点４は、基点６から７３度３０分５１

秒７４．１８メートルの地点

補助点５は、基点７から６３度２９分３９

秒７４．０４メートルの地点

補助点６は、基点１０から１２７度２７分

２７秒１１０．６５メートルの地点

補助点７は、基点１３から１７４度５２分

４５秒１５８．１３メートルの地点

補助点８は、基点１４から１６０度４１分

０８秒３０．９４メートルの地点

基 点１１は、基 点１０か ら７３度００分１０５

メートルの地点

基点１２は、基点１１から９５度００分４３メ

ートルの地点

基 点１３は、基 点１２か ら１１５度００分６０

メートルの地点

基点１４は、基点１３から１２３度００分１７７

メートルの地点

補助点１は、基点１から７８度００分７０

メートルの地点

補助点５は、基点５から１３６度００分

１０３メートルの地点

補助点６は、基点６から７９度００分５５

メートルの地点

補助点７は、基点７から６８度００分６８

メートルの地点

補助点８は、基点８から１１３度００分

５７メートルの地点

補助点９は、基点９から１７５度００分

６２メートルの地点

補助点１０は、基点１０から１１７度００分

７７メートルの地点

補助点１４は、基点１４から２０６度００分

１００メートルの地点

同 白潟 基点１５から基点２８までを順次結んだ

線並びに基点２８、補助点１３、補助点

１２、補助点１１、補助点１０、補助点９及

び基点１５を順次結んだ線により囲まれ

た区域

基点及び補助点の表示（角度の表示

は、真北）

基点１５は、甲ノ峯四等三角点（北緯

３４度１１分２０秒、東 経１３２度５２分３９秒）

から２６５度２９分３２秒９５６．２５メートルの

地点

基点１６は、基点１５から５７度２２分４７秒

１４．６９メートルの地点

基 点１７は、基 点１６か ら１３６度１６分４２

秒８４．２１メートルの地点

基 点１８は、基 点１７か ら１１１度５５分１８

秒６７．４３メートルの地点

基 点１９は、基 点１８か ら１２４度１１分０６

秒４１．２６メートルの地点

基 点２０は、基 点１９か ら１０１度１４分４１

秒４３．４３メートルの地点

基 点２１は、基 点２０か ら１１４度３３分５８

秒２０．４９メートルの地点

基 点２２は、基 点２１か ら１３８度５０分１１

秒６１．１７メートルの地点

基 点２３は、基 点２２か ら１５７度２７分２４

秒２５．４９メートルの地点

基点２４は、基点２３から１４３度５５分３８

愛 媛 県 報平成２５年９月１３日 第２５０４号

６９６
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�愛媛県告示第１０２９号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局土木事務所並びに

市役所及び町役場において縦覧に供する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

岩水Ａ（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和４９年４月愛媛県告示第４６０号）

岩水Ａの項で指定した標柱２号と標柱１号を結んだ線、標柱１号と

次に掲げる地番の土地に存する標柱７号と標柱８号を結んだ線及び

標柱８号と標柱２号を結んだ線に囲まれた区域

郡 市 町 村 字 地 番 標 柱

南宇和郡 愛南町 岩水 １１番１０ ７号

１１番１ ８号

深井Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱９号までを順次

結んだ線及び標柱９号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

郡 市 字 地 番 標 柱

大洲市 阿蔵 フカ井 甲６８５番１ １号

甲６８６番１地先 ２号

乙１２５番１ ３号

乙１３１番２ ４号

乙１３７番 ５号

甲７００番 ６号

甲６９３番１ ７号

甲６９１番３ ８号

甲６８７番１ ９号

�愛媛県告示第１０３０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

秒６３．４９メートルの地点

基 点２５は、基 点２４か ら１６５度３０分１６

秒５５．６４メートルの地点

基 点２６は、基 点２５か ら１９１度２５分１２

秒４９．９５メートルの地点

基 点２７は、基 点２６か ら１７１度１８分５２

秒８７．５８メートルの地点

基 点２８は、基 点２７か ら２６０度５５分４６

秒１４．９３メートルの地点

補助点９は、基点１５から２３７度２２分

４７秒２０．９３メートルの地点

補助点１０は、基点１７から２１０度４８分

０７秒３７．４８メートルの地点

補助点１１は、基点１７から２０９度１８分

２４秒５８．９１メートルの地点

補助点１２は、基点２３から２５５度３８分

５６秒５２．６２メートルの地点

補助点１３は、基点２８から２３６度００分

００秒２１．７１メートルの地点

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１４９７８号 平成２４年
４月１７日 �中山組 中山 幸蔵 伊予郡砥部町宮内１８８５－

４７
平成２５年
８月５日

土木工事業、大工工事業
とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－２３）第４１７６号 平成２３年
９月２２日 三協ハウス工業� 檮山 博史 松山市姫原３－８－３８ 平成２５年

８月９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２４）第１５１７２号 平成２４年
１１月１日 �ファミリーホーム 菊地 一夫 伊予郡砥部町宮内１３９９ア

ルブルビル２階Ｆ号室
平成２５年
８月２１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２２）第７１７７号 平成２２年
６月２７日 泰三工業� 宮内 泰三 松山市空港通４－３－２ 平成２５年

８月２９日
土木工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２５年９月１３日 第２５０４号

６９７
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�愛媛県告示第１０３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

城辺町城辺土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２５年９月１３日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

就 任

退 任

�愛媛県告示第１０３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３４号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久米垣生線
松山市古川南三丁目１２１３番１から

同市古川南三丁目１２２０番１地先まで

旧 ２８．８～９４．０ ０．１４１

新 ３３．８～１２９．０ ０．１４１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久米垣生線
松山市古川南三丁目１２１３番１から

同市古川南三丁目１１４０番３まで
平成２５年９月１３日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 面 田 芳 紀 愛南町城辺甲４１４１－１

〃 畑 田 藤志郎 愛南町城辺甲４８０１

〃 上 田 隆 光 愛南町城辺甲３９２０

〃 西 本 繁 夫 愛南町城辺甲３７２４

〃 清 家 敏 夫 愛南町城辺甲２６２６

〃 山 上 栄 愛南町城辺甲２６０８

〃 田 口 弘 司 愛南町城辺甲２４１１－２

〃 松 下 健 三 愛南町城辺甲２１７２

〃 山 本 峰 雄 愛南町城辺甲３６４

〃 安 田 彰 愛南町城辺甲１５６３

〃 平 田 貢 愛南町城辺甲６１６

〃 富 岡 盛 市 愛南町城辺乙４１２

〃 岡 田 敏 弘 愛南町増田２６１９

監 事 松 岡 國 雄 愛南町城辺甲４３６７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 楠 島 壽 郎 愛南町城辺甲４２４１

〃 稲 垣 稔 愛南町城辺甲４９２８－１

〃 立 花 繁 愛南町城辺甲４０３４

〃 安 蔭 三 秋 愛南町城辺甲４４８８

〃 清 家 敏 夫 愛南町城辺甲２６２６

〃 山 上 栄 愛南町城辺甲２６０８

〃 田 口 弘 司 愛南町城辺甲２４１１－２

〃 中 川 順 治 愛南町城辺甲２１７７

〃 山 本 峰 雄 愛南町城辺甲３６４

〃 安 田 彰 愛南町城辺甲１５６３

〃 平 田 貢 愛南町城辺甲６１６

〃 富 岡 盛 市 愛南町城辺乙４１２

〃 岡 田 敏 弘 愛南町増田２６１９

監 事 松 岡 國 雄 愛南町城辺甲４３６７

〃 清 家 久 雄 愛南町城辺甲２６０６

〃 石 � 進 愛南町城辺乙２７７

〃 清 家 久 雄 愛南町城辺甲２６０６

〃 石 � 進 愛南町城辺甲２７７

愛 媛 県 報平成２５年９月１３日 第２５０４号

６９８
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 工事名

市道坂下津１号線 九島大橋（上部工）建設工事

� 工事場所

愛媛県宇和島市坂下津から蛤まで

� 工事概要
りょう

ア 橋梁上部工事（３径間連続鋼床版箱桁橋製作・架設）一式

イ 橋長 ４６８メートル

ウ 道路幅員 ５．５（７．２５）メートル

エ 使用する主要な資機材 鋼材約２，５７２．１トン

� 工期

工事請負契約の成立の日の翌日から平成２８年１月３１日まで

� 予定価格

２，７８９，６００，０００円（消費税及び地方消費税を除く。）

� その他

ア この公告の工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき、分別解体等及

び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工

事である。

イ この公告の工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け

付ける契約後ＶＥ方式の工事である。

ウ この公告の工事の入札は、愛媛県電子入札運用基準（工事・

業務）（平成１７年８月１７日制定）に定義するシステム（以下

「電子入札システム」という。）による。ただし、紙入札を

希望する者は、知事の承諾を得たときに限り紙入札方式によ

ることができる。

エ この公告の工事の入札は、愛媛県建設工事標準型総合評価

落札方式実施要領（平成２３年８月８日制定。以下「総合評価

�愛媛県告示第１０３５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２５年９月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 社会医療法人石川記
念会ＨＩＴＯ病院 山 岡 豪大朗 四国中央市上分町７８８番地１ 平成

２５年９月１日

視 覚 障 害 眼 科 市 立 宇 和 島 病 院 鎌 尾 知 行 宇和島市御殿町１番１号 平成
２５年９月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 愛媛県立今治病院 渡 辺 隆 太 今治市石井町４丁目５番５号 平成

２５年９月１日

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 近 藤 琢 也 東温市志津川 平成
２５年９月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

井 出 雄 久 社会福祉法人恩賜財団済生会
西条病院 西条市朔日市榎ヶ坪２６９－１ 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町４－５－５ 平成２５年

４月１日

怱 那 辰 彦 社会医療法人石川記念会ＨＩ
ＴＯ病院 四国中央市上分町７８８－１ 社会福祉法人恩賜財団済生会

西条病院 西条市朔日市榎ヶ坪２６９－１ 平成２５年
８月１日

稲 葉 慎 二 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 喜 多 医 師 会 病 院 大洲市徳森字小鳥越２６３２－３ 平成２５年
８月８日

黒 光 浩 一 社会医療法人社団更生会村上
記念病院 西条市大町７３９ く ろ み つ ク リ ニ ッ ク 今治市郷新屋敷町３－４－１１ 平成２５年

９月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

心 臓 機 能 障 害 内 科 喜 多 医 師 会 病 院 青 野 潤 大洲市徳森字小鳥越２６３２－２ 平成
２５年８月１３日

愛 媛 県 報平成２５年９月１３日 第２５０４号

６９９



実施要領」という。）に定義する標準型総合評価一般競争入

札により行う。

オ この公告の工事の入札には、愛媛県建設工事低入札価格調

査制度実施要綱（平成１９年４月１日制定。以下「低入札価格

調査制度実施要綱」という。）に基づく低入札価格調査制度

を適用する。

２ 入札参加資格を有する者

愛媛県建設工事共同企業体事務取扱要綱（平成６年１１月愛媛県

告示第１２７５号）第２条第２項に規定する特定建設工事共同企業体

（以下「共同企業体」という。）として、次に掲げる要件を全て

満たす者であること。

� 構成員の数が２者であり、任意かつ自主的に結成されたもの

であること。

� 代表者である構成員が次に掲げる要件を全て満たす者である

こと。

ア 知事の審査を受け、工事種別「鋼構造物工事」について平

成２５年度の特定調達契約（愛媛県の物品等又は特定役務の調

達手続の特例を定める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）第

１条に規定する特定調達契約をいう。以下同じ。）に係る競

争入札等に参加する資格を有すると認められた者であること。

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

ウ 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書（以

下「申請書」という。）の提出期限の日から落札者の決定の

日までの間に、愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要綱

（昭和６３年８月１日制定）に基づいて知事が行う入札参加資

格停止の期間がない者であること。

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手

続開始の申立て又は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の

規定による更生手続開始の申立てがなされていないこと（民

事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定に

よる更生計画認可の決定を受けている者を除く。）。

オ 次に掲げるこの公告の工事に係る設計業務等の受託者又は

当該受託者との間に資本関係若しくは人的関係を有する者で

ないこと。

商号 株式会社長大

所在地 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号

カ この公告の工事の入札に参加しようとする他の共同企業体

の構成員でない者であること。

キ この公告の工事の入札に参加しようとする他の共同企業体

の構成員との間に、資本関係又は人的関係を有する者でない

こと。

ク 平成２３年度又は平成２４年度に完成した愛媛県土木部及び農

林水産部発注の鋼構造物工事に係る工事成績評定点（完成検

査時の評価によるものとする。以下同じ。）を有する場合は、

工事成績評定点の平成２３年度の平均点数又は平成２４年度の平

均点数のいずれかが６５点未満の者でないこと。

ケ 鋼構造物工事業について、特定建設業の許可（建設業法

（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１

項第２号に掲げる者に係る同項の許可をいう。）を受けてい

る者であること。

コ 法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査（その審査

基準日が申請書の提出期限の日から起算して過去１年７月以

内であるもののうち、直近のものに限る。）の結果通知書の

総合評定値が、鋼構造物工事において１，２００点以上の者であ

ること。
りょう

サ 海上での施工による橋梁部分の支間長が１２０メートル以上

の鋼橋上部工（連続箱桁）の工事（次のいずれかに該当する

ものに限る。）の元請（共同企業体の構成員である場合にあ

っては、出資比率が２０パーセント以上の者に限る。以下同じ。）

としての施工実績を有する者であること。ただし、当該施工

実績が平成１６年４月１日以後に完成した愛媛県土木部及び農

林水産部発注の鋼構造物工事に係るものにあっては、工事成

績評定点が６５点未満のものは、施工実績として認めない。

� 申請書の提出期限の日から起算して過去１５年間に完成し

た公共工事であって、一般財団法人日本建設情報総合セン

ターの工事実績情報システム（コリンズ）に施工実績が登

録されたもの

� 申請書の提出期限の日から起算して過去１５年間に完成し

た請負代金額が５００万円以上の公共工事（�に掲げるもの
を除く。）であって、当該公共工事に係る工事請負契約書

の写し、発注者の施工証明書（愛媛県発注工事の場合は不

要とする。）、図面等を提出できるもの

シ 次の要件を全て満たす監理技術者を専任で配置することが

できる者であること。

� 技術士（建設部門（鋼構造及びコンクリート）に係るも

のに限る。）又は一級土木施工管理技士の資格を有する者

であり、かつ、監理技術者資格者証（鋼構造物工事業に係

るものに限る。）及び監理技術者講習修了証を有する者で

あること。

� 申請書の提出日において３月以上にわたって代表者であ

る構成員と継続的な雇用関係にある者であること。
りょう

� 海上での施工による橋梁部分の支間長が１２０メートル以

上の鋼橋上部工（連続箱桁）の工事（サ�又はサ�のいず
れかに該当する公共工事であって、元請として施工したも

のに限る。）に監理技術者、主任技術者、担当技術者又は

現場代理人として従事した経験（当該工事の工期の２分の

１以上を占める従事経験に限る。）を有すること。ただし、

当該従事経験が平成１６年４月１日以後に完成した愛媛県土

木部及び農林水産部発注の鋼構造物工事に係るものにあっ

ては、工事成績評定点が６５点未満のものは、従事経験とし

て認めない。

ス 構成員のうち、出資比率が最大の者であること。

� 代表者以外の構成員が次に掲げる要件を全て満たす者である

こと。

ア �アからコまでに掲げる要件
りょう

イ 橋梁部分の支間長が１２０メートル以上の鋼橋上部工（連続

箱桁）の工事（�サ�又は�サ�のいずれかに該当する公共
工事に限る。）の元請としての施工実績を有する者であるこ

と。ただし、当該施工実績が平成１６年４月１日以後に完成し

た愛媛県土木部及び農林水産部発注の鋼構造物工事に係るも

のにあっては、工事成績評定点が６５点未満のものは、施工実

績として認めない。

ウ 次の要件を全て満たす主任技術者を専任で配置することが

できる者であること。

� �シ�に掲げる要件
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� 申請書の提出日において３月以上にわたって代表者以外

の構成員と継続的な雇用関係にあること。
りょう

� 橋梁部分の支間長が１２０メートル以上の鋼橋上部工（連

続箱桁）の工事（�サ�又は�サ�のいずれかに該当する
公共工事であって、元請として施工したものに限る。）に

監理技術者、主任技術者、担当技術者又は現場代理人とし

て従事した経験（当該工事の工期の２分の１以上を占める

従事経験に限る。）を有すること。ただし、当該従事経験

が平成１６年４月１日以後に完成した愛媛県土木部及び農林

水産部発注の鋼構造物工事に係るものにあっては、工事成

績評定点が６５点未満のものは、従事経験として認めない。

� 各構成員の出資比率が、３０パーセント以上であること。

� 共同企業体の有効期間が、次に定める期間であること。

ア この公告の工事の契約の相手方となった場合は、当該工事

の請負代金の精算払を受けるまでの間

イ この公告の工事の契約の相手方とならなかった場合は、当

該工事の契約の相手方が確定するまでの間

３ 入札参加資格の確認

� この公告の工事の入札に参加を希望する者は、愛媛県建設工

事共同企業体事務取扱要綱第１１条第１項の規定に基づき、次に

掲げる申請書類を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けな

ければならない。

ア 申請書

イ 特定建設工事共同企業体協定書の写し

ウ 入札参加資格確認資料

� �に掲げる申請書類の提出は、代表者となろうとする者が電
子証明書（ＩＣカード）を取得し、電子入札システムへの利用

者登録を完了した上で行わなければならない。ただし、紙入札

方式による場合にあっては、この限りでない。

� �に掲げる申請書類は、電子入札システムにより平成２５年９
月１３日（金）から２４日（火）までの電子入札システムの稼働時

間中（愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛県条例第３号）

第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）

以外の日の午前９時から午後８時まで（最終日は午後５時まで）

をいう。以下同じ。）に提出すること。ただし、紙入札方式に

よる者にあっては、アに掲げる期間内にイに掲げる場所へ、申

請書類を持参又は郵送等（書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。以下同じ。）により提出すること。

ア 受付期間

平成２５年９月１３日（金）から２４日（火）までの受付時間中

（県の休日以外の日の午前８時３０分から午後５時までをいう。

以下同じ。）

なお、郵送等による場合にあっては、平成２５年９月２４日

（火）午後５時までに、イに掲げる場所へ必着のこと。

イ 受付場所

愛媛県土木部管理局土木管理課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２６４３

ＦＡＸ番号 （０８９）９１２―２６３９

電子メール dobokukanri@pref.ehime.jp

� 入札参加資格の確認の結果は、申請書を提出した者に対して、

平成２５年１０月１日（火）までに、電子入札システムにより通知

する。

なお、紙入札方式による者にあっては、書面により通知する。

� その他

ア �に掲げる申請書類の作成等に係る費用は、当該書類を提
出した者の負担とする。

イ 提出された申請書類は、返却しない。

ウ 詳細は、入札説明書による。

４ 入札参加資格を認められなかった者に対する理由の説明

� 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、

知事に対して書面により説明を求めることができる。この場合

には、３�の通知をした日の翌日から平成２５年１０月１０日（木）
までの受付時間中に３�イに掲げる場所へ、当該書面を持参又
は郵送等により提出しなければならない。

� �の書面を提出した者に対する回答は、平成２５年１０月１７日
（木）までに、書面により行う。

５ 標準型総合評価落札方式に関する事項

� 評価項目

総合評価実施要領第５条に定めるところによる。

� 評価の方法

ア 入札参加資格を満たす場合に１００点の基礎点を、２０点を満

点とする技術提案に係る加算点を与える。

イ アにより得られる基礎点及び加算点の合計を入札価格で除

して得た数値（以下「評価値」という。）をもって評価を行

う。

ウ 各評価項目の配点等詳細は、入札説明書による。

� 適正な履行の確保

受注者の責により、提出された技術提案の内容と同等以上の

施工をしなかったと認められる場合は、総合評価実施要領第１１

条の規定により工事成績評定点を減点し、及び違約金を徴収す

る。

６ 入札説明書の掲載等

� 掲載期間

平成２５年９月１３日（金）から１０月２５日（金）まで

� 掲載場所

入札情報公開システム

http://ebid.cals-ehime.lg.jp/ppi.html

� なお、設計書、図面及び仕様書については、平成２５年９月１３

日（金）から１０月２２日（火）までの間において、入札説明書に

定めるところにより貸与し、又は閲覧に供する。

� 入札説明書について質問がある場合は、電子入札システムに

より、平成２５年９月１７日（火）から１０月１１日（金）までの電子

入札システムの稼働時間中に提出すること。ただし、電子入札

システムにより難い場合は、質問事項を記載した書面を持参又

は郵送等により提出することができる。詳細は、入札説明書に

よる。

� �の質問に対する回答は、平成２５年１０月１７日（木）から２２日
（火）までの間において、入札情報公開システムにより公表す

る。

７ 入札及び開札

� 電子入札システムによる入札の期間

平成２５年１０月２３日（水）から２５日（金）までの電子入札シス

テムの稼働時間中

� 開札の日時
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平成２５年１０月２８日（月）午後３時

� 開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館５階入札室

� 入札書の提出方法

原則として、電子入札システムにより、入札金額及び電子く

じ入力番号を入力の上、提出すること。ただし、紙入札方式に

よる者にあっては、持参又は郵送等により提出すること。

� 持参による入札の取扱い

持参による入札の場合は、入札書は、平成２５年１０月２３日（水）

から２５日（金）までの受付時間中に３�イに掲げる場所へ提出
すること。

� 郵送等による入札の取扱い

郵送等による入札の場合は、入札書は、平成２５年１０月２５日

（金）午後５時までに３�イに掲げる場所へ必着のこと。
� 入札関係書類の提出について

ア 入札に際し、次に掲げる書類を併せて提出すること。

� 工事費内訳書（入札書に記載される金額に対応したもの

とし、工事区分及び工種ごとに、金額を記載すること。）

� 技術提案書

イ アに掲げる入札関係書類の作成等に係る費用は、当該書類

を提出した者の負担とする。

ウ 提出された入札関係書類は、返却しない。

� 入札方法

ア 入札回数は、１回とする。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

ウ 低入札価格調査制度実施要綱第３条第１項に規定する調査

基準価格（以下「調査基準価格」という。）を下回る価格で

入札を行った者は、平成２５年１０月３１日（木）午後５時までに、

入札説明書に定めるところの資料を３�イに掲げる場所へ持
参して提出すること。

８ 落札者の決定方法

� 開札後は、落札者の決定を保留し、標準型総合評価落札方式

に係る技術提案の評価を行う。この場合において、技術提案に

係る加算点については、愛媛県建設工事総合評価審査委員への

意見聴取の上、決定する。

� １�の予定価格の制限の範囲内で入札を行った者のうち、最
高の評価値をもって入札を行ったもの（以下「最高評価値入札

者」という。）を落札者とする。ただし、落札者となるべき者

の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき、

又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ

ととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った他の者のうちの最

高評価値入札者を落札者とすることがある。

� �の場合において、最高評価値入札者が２者以上あるときは、
当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

� 落札者の決定は、原則として、愛媛県建設工事総合評価審査

委員への意見聴取の日の翌日から起算して３日（その期間中に

県の休日がある場合においては、県の休日を除く。）以内に行

う。ただし、調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、

この限りでない。

� 落札者が決定した場合は、直ちに全ての入札参加者に対し電

子入札システムにより落札者決定の通知を行うものとする。

なお、入札結果は、仮契約締結後、入札情報公開システムに

おいて公表する。詳細は、入札説明書による。

９ 契約締結後のＶＥ提案

契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能及

び性能を低下させることなく請負代金額を低減することを可能と

する施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案す

ることができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を

変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行

うものとする。詳細は、特記仕様書等による。

１０ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、金融機関の保証の提供

をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入

札保証保険契約を締結し、又は契約保証の予約を行った場合

は、入札保証金の納付を免除する。

イ 入札保証金の納付期間（納入通知書（愛媛県会計規則（昭

和４５年愛媛県規則第１８号）様式第７号（その１））によるも

の）

平成２５年１０月２日（水）から２３日（水）まで

ウ 金融機関の保証、入札保証保険契約又は契約保証の予約に

係る書類（以下「入札保証に係る書類」という。）の提出期

間等は、次のとおりとする。

� 提出期間

平成２５年１０月２日（水）から２５日（金）までの受付時間

中

� 提出場所

３�イに掲げる場所
� 提出方法

持参又は郵送等により提出すること。

� 金融機関の保証期間又は入札保証保険契約の保険期間に

は、入札保証に係る書類の提出日から平成２６年３月３１日

（月）までの期間を含むこと。

� 契約保証金

契約に際しては、請負代金額の１０分の１（低入札価格調査に

係る契約にあっては、請負代金額の１０分の３）以上の契約保証

金を納付しなければならない。ただし、利付国債又は金融機関

の保証の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、履行保証保険契約又は工事履行保証契約を締結した場合

は、契約保証金の納付を免除する。

� 入札の無効等

ア 入札参加資格を有しない者及び３�に掲げる申請書類に虚
偽の記載を行った者の提出した入札書並びに愛媛県建設工事

入札者心得、愛媛県電子入札運用基準（工事・業務）、総合
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評価実施要領及び入札に関する条件に違反した者の提出した

入札書は、無効とする。

イ 入札参加資格を有することを確認された者であっても、入

札時点において入札参加資格を失っているときは、その者の

提出した入札書は、無効とする。

ウ 構成員の中に入札期間の初日から落札者の決定の日までの

間に愛媛県建設工事低価格入札者排除措置要綱（平成２２年６

月１日制定）に基づく排除措置の期間がある者の提出した入

札書は、無効とする。

エ ７�アに掲げる書類を提出しなかったときは、その者の提
出した入札書は、無効とする。

オ 設計図書に定める仕様に基づくものと認められない技術提

案を行った者の提出した入札書は、無効とする。

� 別に配置を求める技術者

低入札価格調査を経て締結した契約については、監理技術者

又は主任技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の専任で

の配置を求める。詳細は、入札説明書による。

� 契約書作成の要否

要

� 契約の成立

ア この公告の工事に係る請負契約は、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定に基づく愛媛県議会

の議決を得たときに成立する。

イ 落札者の決定後、請負契約の締結までの間において、当該

落札者が２に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合

には、当該請負契約を締結しないことがある。

� 特定調達契約に係る競争入札等に参加する資格の審査を受け

ていない者の参加

２�ア又は２�アの知事の審査を受けていない者で共同企業
体の構成員になろうとするものは、当該共同企業体に係る申請

書を提出するまでに、知事の審査を受けなければならない。

� 契約条項を示す場所及び問合せ先

愛媛県土木部管理局土木管理課

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２６４３

ＦＡＸ番号 （０８９）９１２―２６３９

電子メール dobokukanri@pref.ehime.jp

� その他

詳細は、入札説明書による。

１１ Summary

	 Nature and quantity of the construction work to be

required： Construction work on the Kushima Bridge

（Municipal Road Sakashizu Route１）

� Time limit of tender：５：００ p．m．，２５ October，２０１３

� For further information，please contact： Public Works

Administration Division，Administration Subdepartment，Public

Works Department，Ehime Prefectural Government，４―４―２

Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２６４３

FAX０８９―９１２―２６３９

e―mail dobokukanri@pref．ehime．jp

�愛媛県選挙管理委員会告示第７０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２５年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第７１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２５年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

白石勇二後援会 二 神 學 野 口 克 幸 松山市上野町甲１６２４－１ 平成２５年７月３日

武田元介後援会 武 田 元 介 藤 田 浩 志 宇和島市栄町港３－７－１０－１１０５ 平成２５年７月１９日

児玉やすひこ後援会 吉 岡 猛 生 山 哲 也 大洲市若宮３４０－３ 平成２５年７月２６日

ゆだて秀樹後援会 二 宮 豊 和 米 田 満 也 大洲市常磐町１２４－４ 平成２５年７月３１日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党松山支部連合
会 会 計 責 任 者 原 俊 司 土井田 学 平成２５年７月２日 政党の支部
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公営企業公告

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第７２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２５年９月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２５年９月１３日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

ハイブリッド手術室（ＯＲ）システムの購入

� 購入物品名及び数量

ハイブリッド手術室（ＯＲ）システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２６年１月３１日（金）まで

� 納入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２５年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

する者。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

愛媛県農政同志会 代 表 者 梶 谷 昭 伸 林 正 照 平成２５年７月５日

山田としお愛媛県後援会 代 表 者 梶 谷 昭 伸 林 正 照 平成２５年７月５日

会 計 責 任 者 稲 荷 亨 武 智 龍 治

自由民主党愛媛県農政同
志会支部 代 表 者 梶 谷 昭 伸 林 正 照 平成２５年７月５日 政党の支部

愛媛県美容政治連盟 代 表 者 谷 泰 臣 松 本 善 重 平成２５年７月８日

会 計 責 任 者 谷 泰 臣 松 本 善 重

内倉長蔵後援会 代 表 者 岡 原 哲 善 清 水 憲 平成２５年７月１０日

愛媛県行政書士政治連盟 会 計 責 任 者 山 本 大 樹 仙 波 十三夫 平成２５年７月１０日

自由民主党愛媛県ハイヤ
ー・タクシー支部 代 表 者 渡 部 光 男 中 矢 悦 雄 平成２５年７月１８日 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

一 色 一 正 後 援 会 一 色 智津子 平成２５年３月３１日

関 谷 た い ら 後 援 会 友 近 靖 男 平成２５年７月１日

な か よ し の 党 愛 媛 県 支 局 新 道 文 江 平成２５年７月１日

畑 田 藤 志 郎 後 援 会 畑 田 芳 馬 平成２５年７月１日

新 党 大 日 本 健 嵐 会 杉 田 健 二 平成２５年７月２２日
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雑 報

正 誤

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.cals-ehime.lg.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２５年１０月９日（水）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２５年１０月２４日（木）か

ら平成２５年１０月２８日（月）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１０月２８日は午

前９時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２５年１０月２８日（月）午前９時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２５年１０月２８日（月）午前１０時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２５年１０月９日（水）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：Hybrid

operating room system，１ set

� Time limit of tender：９：５９ a．m．，２８ October２０１３

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau， Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

�公示による通知
住所不明

西本 ヤス（愛媛県宇和島市津島町高田丁１８５番４の土地登記簿

表題部所有者）

住所不明（ただし、住民票の住所 埼玉県坂戸市西坂戸三丁目２６

番２５号）

毛利 啓

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４６条第２項の規定に基づ

き上記の者に通知すべき事項を記載した次の書類は、当収用委員会

事務局（愛媛県土木部管理局用地課）において保管してあるので、

出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（昭和２６

年政令第３４２号）第６条の２において準用する同政令第５条第５項

の規定により、平成２５年１０月３日を経過した時にその書類の送達が

あったものとみなされます。

平成２５年９月１３日

愛媛県収用委員会

会長 市 川 武 志

平成２５年８月２８日付け２５媛収第１４－６号審理の開催について（審

理開催の通知）

�正 誤

平成２５年７月１６日付け第２４８７号愛媛県選挙管理委員会告示第６３号

（直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数）中

ページ 箇 所 誤 正

５３９ １�選挙権を有する者
の総数の５０分の１の数 ２３，８０ ２３，８０７

平成２５年９月１３日 発行
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